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『
立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
�
紀
�
』
第
四
號
（
二
〇
一
〇
年

三
�
）
で
發
表
し
た
�
究
ノ
ー
ト
で
、『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
に
收
錄
さ
れ
て
い

る
未
分
�
の
殘
簡
と
そ
の
整
理
に
か
か
る
問
題
點
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
そ
れ

と
ほ
ぼ
同
時
�
の
二
〇
一
〇
年
初
春
、
二
十
五
年
ぶ
り
に
待
�
の
『
銀
雀
山
�
墓

竹
簡
〔
貳
〕』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
豫
�
無
し
で
、
ま
さ
に
�
天
の
霹

靂
で
あ
り
大
變
�
ば
し
い
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
は
〔
貳
〕
と
『
銀
雀
山

�
簡
釋
�
』
の
內
容
の
相
�
に
つ
い
て
檢
證
し
そ
の
�
�
を
�
べ
て
い
こ
う
と
思

う
。

一
、
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
に
つ
い
て

改
め
て
銀
雀
山
�
簡
に
つ
い
て
�
�
を
�
べ
て
お
く
と
、
一
九
七
二
年
、

山
東
省
臨
沂
縣
（
現
在
の
臨
沂
市
）
銀
雀
山
一
號
墓
か
ら
發
掘
さ
れ
た
竹
簡

で
あ
る
。
發
掘
さ
れ
た
二
つ
の
墓
は
�
�
�
�
の
も
の
で
、
一
號
墓
か
ら
�

四
千
九
百
四
十
二
枚
の
竹
簡
が
、
二
號
墓
か
ら
は
「
�
武
�
元
光
元
年
曆
譜
」

三
十
二
枚
の
竹
簡
が
發
見
さ
れ
た
と
い
う

（
１
）
。
こ
の
竹
簡
は
整
理
さ
れ
一
九
七
五
年

に
一
度
發
表
、の
ち
一
九
八
五
年
に
修
訂
版
の
大
型
本『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡〔
壹
〕』

（
�
物
出
版
�
）
が
出
版
さ
れ
た
（
以
下
〝〔
壹
〕〟）。
同
書
は
『
孫
子
兵
法
』（
佚

�
を
含
む
）『
孫
臏
兵
法
』『
尉
繚
子
』『
晏
子
』『
六
韜
』『
守
法
守
令
等
十
三
�
』

の
圖
版
・
摹
本
�
び
釋
�
を
揭
載
し
た
も
の
で
あ
る
。「
�
言
」
に
よ
れ
ば
殘
り

の
竹
簡
に
つ
い
て
は
〔
貳
〕〔
參
〕
で
發
表
す
る
豫
定
と
あ
り
、
今
回
出
版
さ
れ

た
〔
貳
〕
は
當
初
か
ら
計
畫
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
〔
壹
〕
と
同

じ
く
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
を
最
後
に
、
長
い
間
續
刊
の

出
版
は
實
現
し
て
い
な
か
っ
た
。

『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』（
吳
九
�
、
�
物
出
版
�
、
以
下
〝『
釋
�
』〟）
は
整
理

し
て
い
な
い
形
で
す
べ
て
の
竹
簡
の
釋
�
の
み
（
�
點
な
し
）
を
揭
載
し
た
も
の

で
あ
る
。〔
壹
〕
で
公
開
さ
れ
た
も
の
以
外
の
竹
簡
本
に
つ
い
て
も
�
斷
が
可
能

な
も
の
は
分
�
し
て
各
簡
末
に
分
�
名
を
附
し
、
卷
末
に
分
�
表
を
載
す
。
そ
の

他
、
�
題
を
記
し
た
木
牘
、
銀
雀
山
二
號
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
（
曆
）
の
釋
�
を

收
錄
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
圖
版
は
無
く
、
簡
の
形
の
確
�
は
で
き
な
い
。

二
、『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』

〔
壹
〕
の
續
刊
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
�
付
で
出
版
さ
れ
た
。〔
壹
〕
の
「
�

『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
と
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
の
相
�
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『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
と
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
の
相
�	

一
六

言
」
の
�
り
�
三
册
の
二
册
目
で
あ
る
。
內
容
は
〔
壹
〕
に
收
錄
さ
れ
た
も
の
以

外
の
佚
書
�
七
十
五
�
の
圖
版
・
釋
�
・
一
部
の
摹
本
を
收
め
る
。
分
�
�
び
各

�
の
名
は
ほ
ぼ
『
釋
�
』
の
も
の
と
變
わ
ら
な
い
。

以
下
に
各
�
題
と
內
容
の
�
�
を
舉
げ
る
（〔
〕
は
內
容
に
よ
り
補
わ
れ
た
題
、

*

を
つ
け
た
�
は
摹
本
が
あ
る
も
の
）。

「
論
政
論
兵
之
�
」
五
十
�

１
　
將
敗
　
２
〔
將
失
〕　
３
　
兵
之
恆
失
　
４
　
王
�
　
５
　
五
議*

６
　
效
賢* 

７
　
爲
國
之
�
　
８
　
務
�
　
９
　
觀
庳
　
10
　
持
盈
…
…
　

11
　
分
士
　
12
　
三
亂
三
�
　
13
　
地
典
　
14
　
客
�
人
分
　
15
　
善
�
　

16
　
五
名
五
共
（『
釋
�
』
で
は
「
五
名
五
恭
」）
17
　
�
師
　
18
　
奇
正
　

19
　
將
義
　
20
　
觀
法
　
21
　
�
兵*

　
22
〔
將
德
〕　
23
〔
將
�
〕　

24
〔
曲
將
之
法
〕　
25
〔
雄
牝
�
〕　
26
〔
五
度
九
奪
〕　
27
〔
積
疏
〕　

28
〔
�
卒
〕*

　
29
　
�
國
務
�
　
30
　
十
官
　
31
　
患
之
…
…
　
32
　
六
擧
　

33
　
四
伐
　
34
　
�
地
　
35
　
五
議（『
釋
�
』で
は「
議
」）　
36〔
君
臣
問
答
〕

①
堯
與
善
卷
、
許
由
②
�
與
牟
�
③
禹
④
湯
與
務
光
、
伊
尹
⑤
�
王
與
太
公

⑥
�
王
與
�
公
旦
⑦
齊
桓
公
與
管
子
⑧
秦
穆
公
與
百
里
奚
⑨
晉
�
公
與
郭
偃

⑩
楚
莊
王
與
孫
叔
敖
⑪
魏
襄
王
與
杜
子
　

37
〔
郭
偃
論
士
〕*

　
38
〔
民
之
�
〕　
39
〔
�
國
之
效
〕　
40
〔
�
�
以
爲
任
�
〕

　
41
〔
自
�
自
�
〕　
42
〔
國
法
之
�
〕　
43
〔
聽
�
五
患
〕　
44
〔
德
在
民
利
〕　

45
　
十
陣
　
46
　
十
問
　
47
　
略
甲
　
48
　
萬
乘*

　
49
〔
富
國
〕　

50
〔
三
算
〕*

〔
貳
〕
の
「
�
輯
說
�
」
に
よ
れ
ば
、１
～
12
ま
で
は
木
牘
に
�
題
が
記
さ
れ
、

他
は
字
が
比
�
�
整
っ
て
い
る
13
～
44
、
く
ず
し
氣
味
の
45
～
50
の
二
つ
の
傾
向

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。
各
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
で
論
兵
の
�
を
�

に
、
論
政
の
�
を
後
ろ
に
配
し
て
い
る
。
23
「
將
�
」
は
『
六
韜
』
論
將
�
に
、

36
「
君
臣
問
答
⑤
�
王
與
太
公
」
の
一
部
は
『
六
韜
』
�
傳
�
に
符
合
す
る
が
、

字
體
と
簡
の
繫
ぎ
方
が
異
な
る
た
め
〔
壹
〕
の
『
六
韜
』
に
は
入
れ
な
か
っ
た
と

�
べ
て
い
る
。
ま
た
44「
德
在
民
利
」は『
�
書
』王
佩
�
と
似
て
お
り
、『
尉
繚
子
』

『
六
韜
』
に
も
同
樣
の
句
が
あ
り
そ
れ
ら
の
關
係
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
陰
陽
時
令
占
候
之
�
」
十
二
�

１
　
曹
氏
陰
陽*		

２
　
陰
陽
散*

　
３
　
禁*

　
４〔
三
十
時
〕*

　
５〔
�
四
時
〕

６
〔
四
時
令
〕*

　
７
〔
五
令
〕*

　
８
〔
不
時
之
應
〕*

９
〔
爲
政
不
善
之
應
〕*

　
10
〔
人
君
不
善
之
應
〕*

11
　
天
地
八
風
五
行
客
�
五
�
之
居*

　
12
〔
占
書
〕*

こ
れ
ら
は
大
體
陰
陽
・
時
令
・
占
候
の
順
に
配
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
１
「
曹
氏

陰
陽
」
４
「
三
十
時
」
11
「
天
地
八
風
五
行
客
�
五
�
之
居
」
12
「
占
書
」

お
よ
び
「
論
政
論
兵
之
�
」
の
36
「
君
臣
問
答
」
は
�
字
數
の
多
さ
か
ら
獨
立

し
た
書
の
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
�
に
『
淮
南
子
』・

『
�
書
大
傳
』・『
天
鏡
』
の
佚
�
な
ど
と
似
た
�
章
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

「
其
他
之
�
」
十
三
�

１
　
�
勒
　
２
〔
定
心
固
氣
〕　
３
〔
相
狗
方
〕　
４
〔
作
�
法
〕*

　

５
〔
算
書
〕*
　
６
　
�
…
…
　
７
　
許
則
…
…*

　
８
　
淸
禾

９
　
國
□
□
□
　
10
　
□
忌*		

11
　
能
…
…*

　
12
　
官
…
…*			

13
　
傳
言*
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一
七

こ
れ
ら
は
「
論
政
論
兵
之
�
」「
陰
陽
時
令
占
候
之
�
」
に
含
め
る
こ
と
が
で

き
な
い
そ
の
他
の
�
で
あ
る
。
１
「
�
勒
」
は
�
ら
く
宋
玉
の
佚
賦
で
あ
ろ
う

と
し
、『
淮
南
子
』
覽
冥
に
似
た
�
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
６
「
�

…
…
」
以
下
は
�
題
の
簡
の
み
で
あ
る
。

さ
て
、こ
の
〔
貳
〕
の
出
版
に
よ
り
、『
紀
�
』
�
號
の
拙
�
で
�
べ
た
『
釋
�
』

の
問
題
點
が
〔
貳
〕
の
圖
版
に
よ
っ
て
一
部
解
決
さ
れ
た
。
一
つ
目
は
、
重
複
の

問
題
で
あ
る
。
圖
版
を
見
る
と
『
釋
�
』
で
は
縱
に
�
れ
た
斷
片
に
そ
れ
ぞ
れ
別

の
番
號
を
付
け
て
收
錄
し
て
い
る
た
め
重
複
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

こ
と
が
�
�
し
た
。
あ
る
い
は
重
複
で
は
な
く
、
�
れ
た
結
果
同
じ
�
句
に
な
っ

て
い
る
別
の
簡
で
あ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
二
つ
目
は
分
�
の
問
題
で
あ
る
が
、
�

釋
に
何
故
こ
の
よ
う
に
分
�
し
た
の
か
、
體
裁
や
書
體
な
ど
の
根
據
が
附
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
�
題
上
を
黑
く
塗
り
潰
し
て
あ
る
も
の
な
ど
圖
版
で
�
斷
す
る
こ
と

も
で
き
る
。
や
は
り
圖
版
の
�
無
は
重
�
で
あ
り
、
そ
の
�
味
で
も
〔
貳
〕
の
出

版
�
義
は
大
き
い
。
但
し
、
圖
版
が
一
部
不
鮮
�
で
あ
る
こ
と
と
、
摹
本
が
一
部

の
み
で
あ
る
こ
と
は
惜
し
ま
れ
る
。
�
題
を
記
し
た
木
牘
も
收
錄
さ
れ
て
い
な

い
。〔
參
〕
に
殘
簡
す
べ
て
と
�
題
を
記
し
た
木
牘
・
曆
譜
な
ど
を
收
錄
豫
定
と

あ
る
が
、〔
參
〕
出
版
の
豫
定
に
つ
い
て
の
�
報
は
現
在
の
と
こ
ろ
無
い
。

こ
の
〔
貳
〕
が
出
版
さ
れ
る
と
い
う
�
報
を
得
、
筆
�
は
當
然
な
が
ら
二
十
五

年
間
と
い
う
長
い
時
間
を
か
け
�
究
さ
れ
新
た
に
分
�
さ
れ
た
�
果
が
見
ら
れ

る
と
�
待
し
た
。
し
か
し
、
裘
錫
圭
・
李
家
�
兩
氏
に
よ
る
「
後
記
」（
日
付
は

二
〇
〇
九
年
十
一
�
）に
よ
れ
ば
原
稿
は
一
九
八
一
年
の
も
の
だ
と
い
う
。以
下
、

「
後
記
」
の
一
部
を
拔
粹
す
る
（
譯
は
筆
�
に
よ
る
）。

『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
』
第
二
輯
の
原
稿
は
早
く
も
一
九
八
一
年
に
旣
に

出
來
上
が
っ
て
い
た
が
、
諸
事
�
に
よ
り
ず
っ
と
出
版
で
き
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
以
來
、
舊
中
國
�
物
�
究
�
と
�
物
出
版
�
の
支
持
の
も
と
、

關
係
人
員
の
努
力
を
經
て
、
本
書
は
つ
い
に
�
々
出
版
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。
…
…
（
中
略
）
…
…
一
九
八
五
年
に
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
の
釋
�

は
始
め
に
つ
け
ら
れ
た
番
號
の
順
に
す
べ
て
が
發
表
さ
れ
、
そ
れ
に
は
簡
ご

と
に
そ
の
末
尾
に
整
理
後
の
�
名
の
略
稱
が
付
さ
れ
て
い
る
。
何
名
か
の
學

�
は
こ
の
釋
�
に
基
づ
き
�
究
を
行
い
、
多
く
の
優
れ
た
見
解
を
出
し
た
。

こ
れ
ら
の
優
れ
た
見
解
の
う
ち
、
い
く
つ
か
は
本
書
で
旣
に
�
べ
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
あ
り
、
い
く
つ
か
は
本
書
の
不
足
を
補
え
る
も
の
で
あ
る
。
歷
史

を
�
重
す
る
た
め
に
、
本
書
の
竹
簡
の
配
列
・
釋
�
・
�
釋
は
元
の
原
稿
の

ま
ま
（
�
釋
中
の
個
々
の
�
字
の
技
�
�
な
�
改
を
除
く
）
と
し
た
。
特

に
此
處
に
剽
竊
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
說
�
し
て
お
く
。
…
…
（
略
）

…
…

（
２
）

一
方
、『
釋
�
』
の
「
後
記
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

（
略
）
…
…
本
書
の
出
版
目
�
は
�
結
作
業
�
び
�
釋
を
經
て
い
な
い
釋

�
を
提
供
し
、
多
く
の
讀
�
と
�
究
�
に
そ
の
豐
富
な
內
容
を
知
っ
て
も
ら

い
、
銀
雀
山
�
簡
の
�
究
作
業
を
促
�
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…（
中
略
）

…
…
筆
�
の
レ
ベ
ル
で
は
限
界
が
あ
り
、
ま
た
釋
�
と
原
簡
を
照
ら
し
合
わ

せ
て
�
正
す
る
�
會
も
無
い
の
で
不
足
と
錯
�
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ご
批
正

い
た
だ
き
た
い

（
３
）

。

こ
れ
ら
に
據
れ
ば
、〔
貳
〕
は
八
一
年
に
原
稿
が
完
�
し
、『
釋
�
』
の
後
記
の

日
付
は
八
三
年
と
い
う
こ
と
か
ら
、『
釋
�
』
の
內
容
の
方
が
後
に
出
來
た
も
の

と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、結
論
か
ら
先
に
�
べ
て
し
ま
う
と
『
釋
�
』
は
〔
貳
〕



『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
と
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
の
相
�	

一
八

の
�
の
段
階
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
〔
貳
〕
と
は
別
の
方
針
で
書
寫
・
分
�
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
據
は
『
釋
�
』
と
〔
貳
〕
の
相
�
で

あ
る
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
�
べ
て
い
き
た
い
。

三
、〔
貳
〕
と
『
釋
�
』
の
相
�

こ
こ
で
先
に
簡
番
號
に
つ
い
て
�
べ
て
お
く
。『
釋
�
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る

簡
番
號
は
出
土
し
た
と
き
の
整
理
番
號
で
、
一
斷
片
に
つ
き
一
番
號
を
付
す
。
一

方
、〔
貳
〕
は
竹
簡
一
枚
ご
と
に
一
番
號
、
一
枚
が
複
數
の
斷
片
に
な
っ
て
い
る

場
合
は
同
じ
簡
番
號
で
ａ
・
ｂ
・
ｃ
…
を
付
す
。
番
號
は
〔
壹
〕
の
續
き
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
番
號
の
對
照
に
つ
い
て
は
、〔
參
〕
に
記
載
さ
れ
る
豫
定

で
あ
る
、「
出
土
時
の
整
理
番
號
（『
釋
�
』
の
番
號
）
と
簡
番
號
（〔
壹
〕〔
貳
〕

な
ど
大
型
本
の
番
號
）
の
對
照
表
」
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
と
な
る
の
だ
が
、
上
�

の
よ
う
に
〔
參
〕
が
い
つ
出
版
さ
れ
る
の
か
そ
の
�
報
は
入
っ
て
い
な
い
。
筆
�

は
獨
自
に
入
力
し
た
『
釋
�
』
記
載
の
未
分
�
の
殘
簡
を
含
む
竹
簡
本
の
デ
ー
タ

（〔
壹
〕
に
收
錄
さ
れ
た
も
の
を
除
く
）
と
〔
貳
〕
と
の
照
合
を
試
み
た
。
そ
れ

に
よ
っ
て
�
�
し
た
相
�
を
以
下
に
舉
げ
る
。

但
し
、
�
揭
の
よ
う
に
『
釋
�
』
は
活
字
の
釋
�
の
み
で
あ
る
た
め
、
照
合
に

あ
た
っ
て
は
、
釋
�
が
一
致
し
な
い
も
の
で
も
�
い
�
と
い
う
こ
と
で
獨
斷
に

よ
っ
て
番
號
を
當
て
は
め
た
も
の
も
あ
り
、
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
可
能
性
が

あ
る
こ
と
を
�
べ
て
お
く
。

な
お
、
以
下
に
舉
げ
る
釋
�
の
一
段
目
の
番
號
は
『
釋
�
』
の
整
理
番
號
、
二

段
目
に
番
號
が
あ
る
場
合
は
〔
貳
〕
の
簡
番
號
を
示
す
。
釋
�
�
後
の
「
…
…
」

は
そ
れ
が
簡
の
端
で
は
な
く
�
中
で
あ
る
こ
と
、「
二

」
は
竹
簡
に
記
載
さ
れ
て

い
る
重
�
記
號
で
あ
る
。
釋
�
は
『
釋
�
』
の
も
の
を
載
せ
た
。

分
�
の
相
�

『
釋
�
』
中
、「
論
政
論
兵
之
�
」・「
陰
陽
時
令
占
候
之
�
」・「
其
他
之
�
」
に

屬
す
る
と
さ
れ
る
も
の
は
千
四
百
五
十
一
枚
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
�
ら
か
に

�
�
と
思
わ
れ
る
分
�
間
�
い
【
ア
】
が
以
下
の
五
枚
。
左
に
�
�
と
し
た
理
由

を
付
す
。

0279	

聽
然
而
聽
�
五
患
其
二
在
內
其
三
在
外
曰
內
之
二
患
何
也
曰
中
心
不
虛

耳
目
…
…	

（
�
）
陰
43
→
（
正
）
論
43

　
※
「
陰
陽
時
令
占
候
之
�
」
は
十
二
�
ま
で
し
か
存
在
し
な
い
。

0918	

之
敬
也
叔
（
吊
）
死
問
傷
�
饑
餉
與
…
…	

	

（
�
）
陰
22
→
（
正
）
論
22

　
※
同
右
。

1678	

・
�
王
問
大
（
太
）
公
曰
何
謂
止
�
�
�
大
…
…	

	

（
�
）
論
36
④
→
（
正
）
論
36
⑤

　
※
�
中
の
「
�
王
」「
太
公
」
の
問
答
は
論
36
④
で
は
な
く
⑤
で
あ
る
。

2697	

…
…
㒀
敵
（
敵
）
國
之
謀
疑
臣
�
之
祭
（
際
）
□
…
…	

	

（
�
）
陰
50
→
（
正
）
論
50

　
※
「
陰
陽
時
令
占
候
之
�
」
は
十
二
�
ま
で
し
か
存
在
し
な
い
。

4171	

…
…
杜
子
曰
　
　
七
百
…
…	

	

（
�
）
論
36
⑦
→
（
正
）
論
36
⑪

　
※
�
中
の
「
杜
子
」
の
問
答
は
論
36
⑦
で
は
な
く
⑪
で
あ
る
。

〔
貳
〕
に
記
載
が
無
い
も
の
【
イ
】
が
以
下
の
八
枚
。



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

一
九

3503	

…
…
□
□
六
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
他
４
）

3005	

…
…
君
麗
義
民
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
他
１
）

4233	
…
…
□
弇
脊
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
他
１
）

4404	
…
…
爲
□
地
□
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
論
13
）

1428	

兵
曰
�
人
�
客
�
竟
（
境
）
□
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
論
14
）

0978	

…
…
里
擧
孝
而
實
不
在
君
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
論
32
）

4291	

…
…
卒
之
�
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
論
47
）

2535	

…
…
能
以
士
之
�
長
用
之
則
…
…	

（『
釋
�
』
で
は
論
７
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
〔
貳
〕
で
は
言
�
し
て
お
ら
ず
、
理
由
は
不
�
で
あ
る
。

ア
・
イ
と
は
別
に
〔
貳
〕
で
分
�
が
異
な
る
も
の
【
ウ
】
が
以
下
の
三
十
一
枚
。

（
）
內
は
『
釋
�
』
の
分
�
→
〔
貳
〕
の
分
�
を
示
す
。

1620	
1487	

・
四
曰
以
二
國
二

域
二
合
�
自
�
二
國	

（
論
４
→
論
41
）

1807	
1243b	

…
…
國
之
�
�
務
�
能
委
訟
之
臣
□
…
…	

（
論
７
→
論
29
）

1789	
1241a	

…
…
不
務
知
亂
國
務
行
□
□
□
�
民
務
�
之
…
…

	

（
論
８
→
論
29
）

2606	
1245a	

…
…
□
不
�
民
務
□
之
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

2877	
1249a	

…
…
效
也
何
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

2892	
1251	

…
…
何
以
效
之
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

2919	
1250	

…
…
效
也
□
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

3011	
1241b	

…
…
之
九
效
也
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

3070	
1239b	

…
…
以
效
之
效
曰
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

4109	
1256	

…
…
□
曰
能
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

4182	
1249b	

…
…
以
效
之
效
曰
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

4236	
1248	

…
…
功
勞
務
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

4260	
1241c	

…
…
何
以
效
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

4342	
1252	

…
…
□
以
效
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

4505	
1240a	

…
…
之
八
效
也
…
…	

（
論
８
→
論
29
）

1762	
1100	

…
…
恃
上
之
心
不
固
而	

（
論
11
→
論
12
）

2120	
1094a	

何
以
也
伊
尹
曰
志
小
論
…
…	

（
論
36
④
→
論
11
）

4773	
1096	

…
…
伊
二
曰
…
…	

（
論
36
④
→
論
11
）

3928	
1243a	

…
…
務
知
�
國
…
…	

（
論
36
④
→
論
29
）

1818	
1244	

…
…
伊
曰
委
�
反
因
上
�
也
訟
�	

（
論
36
④
→
論
29
）

0635	
1068b	

…
…
�
也
而
驕
其
士
曰
士
非
我
无
�
□
…
…

	

（
論
36
⑩
→
論
７
）

1958	
1412b	

…
…
□
其
憂
�
之
爲
□
…
…	

（
論
37
→
論
36
⑨
）

2124	
1413	

…
…
□
郭
偃
曰
以
亂
�
國	

（
論
37
→
論
36
⑨
）

2680	
1414	

…
…
□
□
何
如
郭	

（
論
37
→
論
36
⑨
）

3447	
1412a	

…
…
郭
偃
曰
不
憂
…
…	

（
論
37
→
論
36
⑨
）

3526	
1416	

…
…
郭
偃
…
…	

（
論
37
→
論
36
⑨
）

4347	
1411	

…
…
問
郭
…
…	

（
論
37
→
論
36
⑨
）

0006	
1150	

耳
兵
利
甲
堅
�
�
乎
則
�
易
短
（
知
）
矣
故
富
求
居
安
也
�
求

居
�
也
�
求
居
�
也
…
…	

（
論
47
→
論
14
）

0884	
1780	

…
…
必
�
廢
法
�
禝
（
稷
）
不
盡
二
日
奏
大
呂
…
…

	

（
陰
１
→
陰
４
）

2414	
1898c	

…
…
□
什
爲
伍
脩
（
修
）
封
四
彊
（
疆
）
…
…

	

（
陰
４
→
陰
６
）



『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
と
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
の
相
�	

二
〇

4173	
2017	

…
…
寇
先
應
○
南
方
以
木
…
…	

（
陰
４
→
陰
11
）

こ
れ
を
見
る
と
分
�
が
異
な
る
も
の
の
大
多
數
が
「
論
政
論
兵
之
�
」
に
屬
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
內
容
の
�
似
か
ら
か
、
８
「
務
�
」
と
29

「
�
國
務
�
」
の
差
異
が
多
く
見
ら
れ
る
。「
務
�
」
の
�
釋
（〔
貳
〕
一
四
四
頁
）

に
よ
る
と
、
ど
ち
ら
も
�
題
を
記
し
た
簡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
「
務
�
」
の
字

の
方
が
「
�
國
務
�
」
よ
り
も
大
き
く
、
內
容
の
簡
も
そ
れ
に
�
い
も
の
を
�
ん

だ
と
い
う
。
36
「
君
臣
問
答
」
⑨
晉
�
公
與
郭
偃
と
37
「
郭
偃
論
士
」
に
つ
い
て

も
、「
郭
偃
論
士
」
の
�
釋
（〔
貳
〕
一
八
一
頁
）
に
、
字
體
と
辭
の
�
い
か
ら
分

け
た
と
あ
る
。

さ
ら
に
『
釋
�
』
で
未
分
�
だ
っ
た
�
謂
殘
簡
千
八
百
九
十
九
枚

（
４
）
の
中
で
、
�

號
の
拙
�
で
も
�
べ
た
が
�
�
で
分
�
が
拔
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
【
エ
】

が
二
枚
。
い
ず
れ
も
〔
壹
〕
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
『
孫
子
兵
法
』
の
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、〔
貳
〕
で
分
�
さ
れ
た
も
の
【
オ
】
は
以
下
の
四
十
三
枚
。（
）
內
は
〔
貳
〕

で
の
分
�
を
示
す
。
後
ろ
に
「
？
」
を
つ
け
た
も
の
は
�
字
數
が
少
な
く
�
似
し

た
斷
片
が
あ
る
た
め
確
定
し
�
い
が
、
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
。

1796	
1041	

…
…
□
□
�
國
�
之
�
以
觀
…
…	
（
論
５
）

2308	
1038	

…
…
□
治
也
□
知
□
□
可
□
…
…	

（
論
５
）

0492	
1048b	

…
…
國
風
而
欲
徒
以
名
數
闌
伍
刑
罰
牧
之
故
其
民	

（
論
７
）

1025	
1058c	

…
…
民
之
執
易
姦
也
不
可
以
應
大
事	

（
論
７
）

1027	
1059b	

…
…
重
利	

（
論
７
）

1057	
1047b	

…
…
而
國
利
�
在
失
冝
故
其
士
无
以
□
…
…	

（
論
７
）

1071	
1073b	

…
…
□
夫
君
萬
民
而
以
貇
（
墾
）
畜
之
故
其
…
…	

（
論
７
）

1298	
1069b	

…
…
上
下
不
合
國
德
无	

（
論
７
）

2011	
1076	

□
□
□
而
務
察
奪
不
…
…	

（
論
７
）

2415	
1048a	

…
…
欲
民
之
易
牧
也
不
□
…
…	

（
論
７
）

2437	
1049	

…
…
數
□
五
行
姦
辟
吏
…
…	

（
論
７
）

3345	
1054	

重
利	

（
論
７
）

2485	
1081b	

…
…
□
萬
民
先
�	

（
論
８
）

1099	
1082c	

…
…
萬
民
先
�	

（
論
８
）

1467	
1090b	

…
…
盈
不
務
持
盈
敵
（
敵
）
司
利
兵
不
…
…	

（
論
10
）

3770	
1090a	

…
…
務
持
…
…	

（
論
10
）

4250	
1093	

…
…
□
士
而
不
…
…	

（
論
11
）

4844	
1097	

…
…
三
…
…	

（
論
12
）

2294	
1130	

…
…
□
篷
毋
居
宿
死
毋	

（
論
13
）

2651	
1140	

加
之
四
方
皆
�	

（
論
13
）

2652	
1110	

…
…
□
□
�
相
�
�
時
一
曰
□
…
…	

（
論
13
）

4240	
1108b	

…
…
夫
�
十	

（
論
13
）

4339	
1135	

…
…
地
物
毋
…
…	

（
論
13
）

4845	
1127	

…
…
爲
□
…
…	

（
論
13
）

3491	
1122	

…
…
□
□
□
之
死
…
…	

（
論
13
）
？

4678	
1211b	

…
…
□
而
□
…
…	

（
論
23
）

3767	
1226b	

…
…
故
□
…
…	

（
論
27
）

3183	
1247	

…
…
務
�
以
樂
之
…
…	

（
論
29
）

4072	
1253	

…
…
以
效
…
…	

（
論
29
）

1936	
1277a	

六
患
曰
�
國
天
地
…
…	

（
論
31
）

3660	
1326b	

…
…
之
�
也	

（
論
36
④
）



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

二
一

4939	
1357a	

…
…
□
□
□
□
□
□
□
□
國
之
大
失
□
…
…	

（
論
36
⑤
）

4667	
1377a	

…
…
桓
公
問
管
…
…	

（
論
36
⑦
）

4070	
1489	

…
…
曰
失
二
…
…	

（
論
41
）

4040	
1520a	

…
…
德
在
民
□
…
…	

（
論
44
）

4852	
1524	

…
…
福
在
…
…	

（
論
44
）

0609	
1705a	

國
臺
�
將
�
焚
�
君
大
�
亥
焉
定
秋
下
霜
…
…	

（
陰
３
）

4322	
1873	

…
…
不
□
以
冠
…
…	

（
陰
４
）

3630	
1878	

…
…
不
可
□
…
…	

（
陰
４
）
？

4065	
1879	

…
…
□
不
可
…
…	

（
陰
４
）
？

4423	
1985c	

…
…
□
乃
□
…
…	

（
陰
11
）
？

4012	
2058	

…
…
□
□
□
□
之
…
…	

（
陰
11
）

3616	
2052	

…
…
將
軍
…
…	

（
陰
11
）

こ
れ
ら
の
中
に
は
�
�
で
分
�
が
拔
け
て
い
た
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特

に4667

は
�
號
の
拙
�
で
も
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、【
カ
】〔
貳
〕
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
『
釋
�
』
に
該
當
す
る
も
の
が

な
い
も
の
（
不
確
定
の
も
の
も
含
む
）
が
百
四
枚
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
一
部
は
短

い
斷
片
で
圖
版
を
見
て
も
�
字
の
�
斷
が
�
し
く
、
一
部
は
『
釋
�
』
で
「
縱
に

�
れ
て
い
て
字
が
不
鮮
�
」「
字
迹
が
不
鮮
�
」
と
さ
れ
て
い
る
未
分
�
の
殘
簡

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
中
に
は
圖
版
で
�
字
が
�
確
な
も
の
や
、
�
題

を
記
し
た
も
の
も
あ
り
、
あ
る
い
は
『
釋
�
』
の
記
載
漏
れ
と
い
う
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
總
合
す
る
と
、『
釋
�
』
と
〔
貳
〕
で
分
�
の
異
な
る
も
の
（【
イ
】

【
ウ
】【
オ
】【
カ
】）
が
�
百
八
十
六
枚
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

釋
�
の
相
�

で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
差
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
か
。
照
合
作
業
を
行
う

う
ち
に
氣
が
つ
い
た
ひ
と
つ
の
原
因
は
、『
釋
�
』
と
〔
貳
〕
の
釋
�
に
差
異
が

存
在
す
る
點
で
あ
る
。
勿
論
、『
釋
�
』
が
斷
片
�
な
簡
ご
と
の
記
錄
で
あ
る
の

に
比
べ
、〔
貳
〕
は
整
理
し
た
狀
態
で
讀
ん
で
い
る
た
め
多
少
不
鮮
�
な
�
字
で

も
�
後
の
�
�
か
ら
推
し
て
い
る
部
分
は
あ
る
。

例
え
ば
、
�
項
【
オ
】
に
舉
げ
た4939

「
…
…
□
□
□
□
□
□
□
□
國
之
大

失
□
…
…
」
は
〔
貳
〕
で
は
「
�
王
問
大
（
太
）
公
曰
︰	

「
願
（
願
）
聞
�
國
之

大
失
。」
大
（
太
）
公
…
…

（
５
）
」
と
し
て
お
り
、『
釋
�
』
で
は
不
�
と
し
て
い
る
�

字
を
讀
ん
で
い
る
。
圖
版
を
確
�
す
る
と
〝
國
之
大
失
〟
以
外
の
字
は
不
鮮
�
で

ほ
ぼ
�
別
不
可
能
な
狀
態
で
あ
る
が
、
�
釋
に
よ
れ
ば
（〔
貳
〕
一
七
六
頁
）
こ

の
部
分
は
『
群
書
治
�
』
卷
三
一
に
收
錄
す
る
『
六
韜
』
�
韜
の
�
に
似
て
い
る

た
め
、
そ
の
�
に
從
い
讀
ん
だ
と
い
う
。〔
貳
〕
で
は
こ
の
よ
う
な
例
が
よ
く
見

ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
�
に
、『
釋
�
』
で
讀
ん
で
い
る
の
に
〔
貳
〕
で
は
不
�
と
さ
れ
て

い
る
�
字
、
ま
た
は
異
な
る
字
に
讀
ん
で
い
る
例
も
少
な
い
が
存
在
す
る
。
以
下

に
い
く
つ
か
舉
げ
る
（
傍
点
を
つ
け
た
字
）。

釋
　0817	

…
…
木
□
□
木
伐
淸
徐
（
�
）
�
焚
�0

澤
撤
…
…

貳
　1172a	

…
…
木
□
、
□
木
伐
、
淸
徐
（
�
）
�
、
焚
□0

澤
、
勶
（
撤
）

…
…

釋
　2164

　
其
�
犯
禁
不
許0

將
…
…

貳
　1207
　
其
�
、
犯
禁
不
□0

、
將
…
…

釋
　0158	
…
…
與
襄0

長
�
弗
如
毋
當
其
�
長
五
度
暨
�
兵
乃
衡
行
故
兵



『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
と
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
の
相
�	

二
二

貳
　1222	

…
…
與
□0

長
。
�
弗
如
、
毋
當
其
�
長
。
五
度
暨
（
旣
）
�
、
兵

乃
衡
（
橫
）
行
。
故
兵

釋
　2309	

…
…
□
�
王0

行
四
伐	

貳
　1282	
…
…
□
�
五0

行
四
伐

釋
　1831	
…
…
君
不
仁0

爲
大
湯
曰
願
聞
治	

貳
　1346	

…
…
君
不
□0

爲
大
。」
湯
曰
︰
願
（
願
）
聞
治

釋
　0711	

…
…
□
驕0

�
失
之
恆0

公
曰
願
聞
下
賢
…
…	

貳
　1379	

…
…
□
�
失
之
。」
桓0

公
曰
︰
願
（
願
）
聞
下
賢
…
…

こ
れ
ら
は
勿
論
�
�
の
可
能
性
も
あ
る
が
、『
釋
�
』
と
〔
貳
〕
の
�
纂
の
上
で
、

�
字
の
�
讀
に
�
見
の
相
�
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
點
か
ら
考
え
る
と
『
釋
�
』
の
內
容
は
〔
貳
〕
よ
り
以
�
の
も
の
か
、

あ
る
い
は
同
時
�
か
以
後
の
も
の
で
〔
貳
〕
の
解
釋
と
は
別
に
書
か
れ
た
も
の
だ

と
推
測
さ
れ
る
。

四
、〔
壹
〕
と
『
釋
�
』
の
相
�

で
は
假
に
『
釋
�
』
の
內
容
が
〔
貳
〕
よ
り
�
の
も
の
だ
と
し
て
、〔
壹
〕
と

は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

筆
�
は
當
初
銀
雀
山
�
簡
殘
簡
の
み
を
�
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
、〔
壹
〕

と
『
釋
�
』
に
つ
い
て
の
檢
證
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
回
〔
貳
〕
と

の
相
�
が
多
く
見
つ
か
り
、
か
つ
�
項
の
【
カ
】（〔
貳
〕
に
あ
る
が
『
釋
�
』
に

該
當
す
る
簡
が
な
い
も
の
）
も
�
�
で
〔
壹
〕
に
分
�
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
出

て
き
た
た
め
、〔
壹
〕
と
の
檢
證
も
必
�
な
の
で
は
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
試
み
に
〔
壹
〕
收
錄
の
『
孫
子
兵
法
』（
佚
�
含
む
）
に
つ
い
て
檢
證

も
行
っ
て
み
た
。

『
孫
子
兵
法
』
十
三
�

（
６
）
お
よ
び
佚
�
四
�
の
斷
片
を
〔
壹
〕
の
釋
�
と
圖
版
を

參
考
に
斷
片
ご
と
に
分
け
た
と
こ
ろ
、總
數
四
百
九
十
枚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を『
釋

�
』
で
『
孫
子
兵
法
』
の
も
の
と
分
�
さ
れ
て
い
る
斷
片
と
照
合
し
、
釋
�
を
比

�
し
た
。
以
下
は
『
釋
�
』
と
の
檢
證
結
果
で
あ
る
。

A
　
�
�
と
思
わ
れ
る
分
�
拔
け
（
上
�
の
【
エ
】）
…
…
二
枚

B
　『
孫
子
兵
法
』
の
別
の
�
に
分
�
…
…
三
枚

C
　『
釋
�
』
に
あ
っ
て
〔
壹
〕
に
該
當
す
る
も
の
が
な
い
…
…
三
枚

D
　〔
壹
〕
に
あ
っ
て
『
釋
�
』
に
該
當
す
る
も
の
が
な
い
…
…
百
二
枚

（
不
確
定
の
も
の
も
含
む
）

D
の
大
多
數
は
〔
貳
〕
の
場
合
と
同
樣
、�
別
が
�
し
い
細
か
い
斷
片
で
あ
り
、

あ
る
い
は
『
釋
�
』
で
異
な
る
字
で
讀
ま
れ
未
分
�
と
な
っ
て
い
る
も
の
か
も
し

れ
な
い
。

ま
た
、〔
貳
〕
と
の
場
合
と
同
樣
に
〔
壹
〕
と
『
釋
�
』
で
釋
�
が
異
な
る
も

の
も
あ
り
、
特
に
氣
に
な
っ
た
も
の
を
い
く
つ
か
舉
げ
て
お
く
。

釋
　1148	

…
…
而
不
�
�
勞
�
（
�
）
也
鳥
…
…	

壹
　99a	

…
…
而
不
�
�
、
勞
�
（
�
）
也
。
鳥
□0

�0

、
虛
也

0

0

。

釋
　1323	

…
…
□
�0

將
此
胃
（
謂
）
巧
事
是
故
正
（
政
）
與
（
擧
）
□
…
…

壹
　132	

…
…
□
□0

將
、
此
胃
（
謂
）
巧
事
。
是
故
正
（
政
）
與
（
擧
）
□

釋
　4120	

…
…
敵
不
知
�0

守0

…
…	

壹
　56a	

�
（
敵
）
不
知
□
□

0

0

…
…

1148

と99a
は
圖
版
を
見
る
と
、
�
れ
て
い
て
�
字
が
�
別
が
�
し
い
。
そ

の
た
め
『
釋
�
』
で
は
讀
ん
で
い
な
い
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
だ
が
�
に4120



立
命
�
白
川
靜
記
念
東
洋
�
字
�
�
�
究
紀
�
　
第
五
號	

二
三

と56a

の
場
合
で
は『
釋
�
』の
方
が
、�
別
が
�
し
い
部
分
の
字
も
讀
ん
で
い
る
。

そ
の
の
ち
他
書
に
つ
い
て
も
檢
證
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
結
果
が
得
ら
れ

た
。『

孫
臏
兵
法
』	

Ａ
…
無
し
　
Ｂ
…
三
枚
　
Ｃ
…
四
枚
　
Ｄ
…
十
一
枚

『
尉
繚
子
』	
Ａ
…
無
し
　
Ｂ
…
無
し
　
Ｃ
…
一
枚
　
Ｄ
…
八
枚

『
晏
子
』	

Ａ
…
一
枚
　
Ｂ
…
二
枚
　
Ｃ
…
二
枚
　
Ｄ
…
十
四
枚

Ａ
に
該
當
す
る
の
は
釋2842

→
壹583a

。

『
六
韜
』	

Ａ
…
無
し
　
Ｂ
…
二
枚
　
Ｃ
…
三
枚
　
Ｄ
…
十
二
枚

他
、
釋1917

（
壹724

）
が
『
釋
�
』
で
は
『
守
法
守
令
等
十
三
�
』
に

分
�
さ
れ
て
い
た
。

『
守
法
守
令
等
十
三
�
』

	

Ａ
…
無
し
　
Ｂ
…
無
し
　
Ｃ
…
四
枚
　
Ｄ
…
十
三
枚

他
、釋1327

（
壹768c

）
が
『
釋
�
』
で
は
『
六
韜
』
に
分
�
さ
れ
て
い
た
。

�
�
の
【
カ
】（〔
貳
〕
に
あ
る
が
『
釋
�
』
に
該
當
す
る
簡
が
な
い
も
の
）
に

つ
い
て
は
、
一
枚
（
釋1075

→
貳1306

）
の
み
見
つ
か
っ
た
。
こ
れ
は
『
守
法

守
令
等
十
三
�
』
に
分
�
さ
れ
て
い
た
が
、
內
容
か
ら
す
る
に
�
ら
か
な
�
�
で

あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、〔
貳
〕
の
場
合
と
同
じ
く
『
釋
�
』
と
〔
壹
〕
に
も
相
�
が
あ
る

こ
と
が
言
え
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
、〔
貳
〕〔
壹
〕
と
『
釋
�
』
の
檢
證
結
果
の
�
�
を
�
べ
て
き
た
。
こ
の

檢
證
結
果
に
よ
り
、
兩
�
に
は
相
�
が
あ
り
、
�
料
と
し
て
�
う
場
合
に
は
�
�

を
�
す
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
し
〔
參
〕
の
發
表
が
未
定
で
あ
る
以

上
、『
釋
�
』
は
�
�
す
べ
き
點
は
あ
れ
ど
も
決
し
て
そ
の
�
料
�
價
�
を
失
う

も
の
で
は
な
い
。

�
揭
の
『
釋
�
』
後
記
に
は
「
釋
�
と
原
簡
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
�
正
す
る
�

會
も
無
い
」
と
い
う
�
が
あ
っ
た
。
こ
の
�
と
こ
れ
ま
で
�
べ
て
き
た
〔
壹
〕

〔
貳
〕
と
『
釋
�
』
の
相
�
を
�
せ
て
考
え
る
に
、
銀
雀
山
�
簡
の
整
理
�
究
は

あ
る
段
階
ま
で
同
時
に
�
ん
で
い
た
が
、
そ
の
後
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
〔
壹
〕

〔
貳
〕
の
よ
う
な
大
型
本
と
『
釋
�
』
の
�
究
と
い
う
二
つ
の
方
面
に
分
か
れ
て

行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。『
釋
�
』
は
す
べ
て
の
斷
片
を
收
錄

し
た
と
あ
る
が
、
上
�
の
檢
證
結
果
を
見
る
と
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
可
能
性

も
あ
る
。〔
貳
〕
に
�
べ
ら
れ
て
い
る
「
諸
事
�
」
の
詳
細
は
分
か
ら
な
い
が
、『
釋

�
』
の
出
版
は
〔
貳
〕
の
出
版
が
�
�
さ
れ
た
た
め
の
や
む
を
得
な
い
も
の
で
、

�
中
の
も
の
だ
と
吳
氏
も
�
べ
て
い
る
よ
う
に
元
來
は
出
版
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
�
料
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
孫
子
兵
法
發
掘
物
語
』（
嶽
南
�
、
加
�
優
子
譯
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

は
銀
雀
山
�
簡
の
發
掘
の
樣
子
と
そ
の
後
を
�
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
は
、
銀
雀
山
�
簡
の
實
物
は
整
理
�
究
が
濟
ん
だ
後

（
７
）
、
一
九
七
四
年

六
�
末
に
は
山
東
省
�
物
�
の
專
用
倉
庫
に
保
管
さ
れ
た
と
い
う
記
�
が
あ
る
。

〔
貳
〕
に
記
載
さ
れ
て
い
る
竹
簡
の
圖
版
は
白
黑
で
最
新
の
出
土
�
獻
の
書
籍
と

比
べ
て
も
あ
ま
り
鮮
�
な
寫
眞
で
は
な
い
。
�
ら
く
�
年
新
し
く
撮
影
し
�
し
た

も
の
で
は
な
く
、
八
一
年
當
時
か
そ
れ
以
�
の
も
の
で
あ
ろ
う
。「
陰
陽
時
令
占

候
之
�
」
の
11
「
天
地
八
風
五
行
客
�
五
�
之
居
」
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
朱

色
の
線
や
圓
が
色
つ
き
で
見
ら
れ
な
い
の
は
非
常
に
殘
念
で
あ
る
。〔
貳
〕
の
出



『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
〔
貳
〕』
と
『
銀
雀
山
�
簡
釋
�
』
の
相
�	

二
四

版
を
�
に
今
後
實
物
が
公
開
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
新
た
に
寫
眞
が
撮
影
さ
れ
る
こ

と
を
�
待
す
る
。

こ
の
『
孫
子
兵
法
發
掘
物
語
』
の
記
�
の
�
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
�
究
は
旣

に
完
了
し
て
お
り
、『
釋
�
』
の
�
纂
�
で
あ
る
吳
九
�
氏
擔
當
だ
と
い
う
〔
參
〕

の
原
稿
も
旣
に
出
來
上
が
っ
て
い
る
は
ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
。〔
參
〕
で
整
理

番
號
と
簡
番
號
の
對
照
表
が
發
表
さ
れ
た
時
に
は
筆
�
の
今
回
の
檢
證
は
徒
勞
の

も
の
と
な
る
が
、
寧
ろ
そ
れ
を
願
い
た
い
。〔
參
〕
が
出
版
さ
れ
す
べ
て
の
簡
の

圖
版
が
公
開
さ
れ
れ
ば
、
よ
り
多
く
の
銀
雀
山
�
簡
に
關
わ
る
問
題
が
解
決
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

今
回
行
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
�
ご
と
の
檢
證
結
果
�
び
各
�
の
解
釋
に
つ
い
て

は
、
ま
た
稿
を
改
め
て
發
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
、〔
參
〕
の
出
版
を
待

ち
つ
つ
當
初
の
目
�
で
あ
る
未
分
�
の
殘
簡
の
整
理
分
�
も
引
き
續
き
�
せ
て

行
っ
て
い
き
た
い
。

注（
１
）山
東
省
�
物
�
・
臨
沂
�
物
組「
山
東
臨
沂
西
�
墓
發
現《
孫
子
兵
法
》和《
孫
臏
兵
法
》

等
竹
簡
�
簡
法
」（『
�
物
』
二
一
三
號
、
一
九
七
四
年
第
二
�
）
に
拠
る
。

（
２
）
原
�
は
以
下
の
�
り
。

	

《
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
》
第
二
輯
�
書
稿
，早
在
一
九
八
一
年
就
已
定
稿
，由
�
種
種
原
因
，

一
�
未
能
出
版
。
二
〇
〇
一
年
以
來
，
在
原
中
國
�
物
�
究
�
和
�
物
出
版
�
�
支
持

下
，
�
�
�
關
人
員
�
努
力
，
本
書
�
�
能
够
在
�
�
出
版
了
。
…
…
（
中
略
）
…
…

一
九
八
五
年
，
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
釋
�
曾
按
原
始
簡
號
順
序
�
部
發
表
，
每
簡
釋
�
之

下
附
�
屬
�
整
理
後
�
�
名
簡
稱
。
�
一
些
學
�
根
據
�
樣
�
釋
�
�
行
�
究
，
提
出

了
許
多
好
�
見
解
。
在
�
些
好
�
見
解
中
，
�
一
些
本
書
稿
早
已
�
�
，
�
一
些
可
補

本
書
稿
不
足
之
處
。
爲
了
�
重
歷
史
，
本
書
�
竹
簡
�
排
、
竹
簡
釋
�
和
�
解
，
一
仍

然
其
舊
（
�
釋
中
個
別
字
�
技
�
性
�
改
除
外
）。
特
此
說
�
，
以
�
�
剽
竊
之
�
。

…
…
（
略
）
…
…

（
３
）
原
�
は
以
下
の
�
り
。

 

（
略
）
…
…
本
书
印
行
的
目
的
，
是
提
供
一
个
未
经
缀
联
，
注
释
的
释
文
，
使
广
大
读

者
和
研
究
者
了
解
其
丰
富
的
內
容
，
從
而
促
进
对
银
雀
山
汉
简
的
研
究
工
作
。
…
…（
中

略
）
…
…
由
于
笔
者
水
平
有
限
，
同
时
也
沒
有
机
會
將
释
文
再
次
原
简
核
校
，
故
不
足

之
处
和
错
误
是
难
以
避
免
的
，
敬
请
读
者
批
评
指
正
。

（
４
）
�
號
の
拙
�
で
は
千
八
百
九
十
三
枚
と
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
確
�
を
重
ね
た
結

果
拔
け
て
い
る
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。

（
５
）〔
貳
〕
で
は
斷
片
ご
と
の
釋
�
は
な
い
の
で
、
以
下
の
〔
貳
〕
の
釋
�
は
圖
版
を
見

て
筆
�
が
區
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
６
）
な
お
、
竹
簡
本
で
は
「
地
形
�
」
は
木
牘
に
�
題
が
見
ら
れ
る
の
み
で
、
內
容
に

屬
す
る
簡
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

（
７
）
こ
の
書
で
は
『
銀
雀
山
�
墓
竹
簡
』
は
〔
壹
〕〔
貳
〕〔
參
〕
の
三
册
と
も
出
版
さ
れ
、

�
究
�
果
の
發
表
後
に
整
理
小
組
は
解
散
し
た
、
と
な
っ
て
い
る
。


